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坪井委員長 

 

                        （ ９:３０） 

 皆さん、おはようございます。 

 最近は野生の熊が出没するニュースがございますが、今日はそうい

うことはございませんでした。 

 ただいまの出席委員数は全員でございます。定足数に達しておりま

すので、これから木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員会を

開会いたします。 
 本日の議題につきましては、お手元に配付した次第のとおりであり

ます。 
 なお、委員会条例第１３条の規定によりまして、傍聴を希望する者

がある場合は許可することといたします。 
 また、この会議の記録につきましては、委員会条例第２５条の規定

によりまして、委員長が署名することになっておりますので、私のほ

うで後日、会議録を確認させていただきます。 
 したがいまして、発言の際は挙手願いまして、委員長の指名後にご

発言いただきますよう、お願いいたします。 
 それでは、議題に入ります。 
 議題の１、令和７年第２回木津川市精華町環境施設組合議会定例会

についてであります。 
 まずは、提出議案について、事務局から説明を求めます。 
 事務局長。 

尾崎事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、令和７年第２回定例会への提出議案について、事務局か

らご説明させていただきます。 
 本日お配りさせていただきました資料にございます議案書をご覧い

ただきますようお願いいたします。 
 まずは、認定第１号、令和６年度木津川市精華町環境施設組合一般

会計歳入歳出決算の認定については、地方自治法第２９２条において

準用する同法第２３３条第３項の規定により、令和６年度木津川市精

華町環境施設組合一般会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査

委員の意見をつけて、議会の認定に付するものでございます。 
 次に、議案第７号、木津川市精華町環境施設組合会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員の給

料について、令和７年人事院勧告より正職員の給料が改定されるこ

と、また、近隣市町村との給与水準の均衡を保つため、所要の改正を

行うものでございます。 
 次に、議案第８号、木津川市精華町環境施設組合職員の給与に関す

る条例の一部改正については、令和７年８月７日に人事院から一般職

の国家公務員の給与改定の勧告が行われ、令和７年１１月１１日に一

般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定

されました。これを受けて、木津川市精華町環境施設組合において

も、国と同様とする給与改定等を実施するため、関連する条例の一部

を改正するものでございます。 
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尾崎事務局長 

つづき 
 次に、議案第９号、木津川市精華町環境施設組合管理者等の損害賠

償責任の一部免責に関する条例の一部改正については、地方自治法の

一部を改正する法律及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令が

公布され、改正による条ずれが発生することに伴い、所要の改正を行

うものでございます。 
 以上、ご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

坪井委員長  続きまして、議事日程等について説明を受けます。 
 書記長、お願いします。 

武田書記長  それでは、令和７年第２回定例会の議事日程などにつきまして、ご

説明並びにご提案を申し上げます。 
 まず、初めに一般質問につきまして、通告書の提出はございません

でした。 
 次に、１１月２５日の議事日程についてご提案をさせていただきま

す。本日お配りさせていただきました資料にある議事日程第１号

（案）をご覧いただきたいと思います。 
 議長による開会・開議宣言、議長、管理者の挨拶に続きまして、日

程第１、会議録署名議員の指名でございます。今回の署名議員は、４

番、長岡議員と５番、玉川議員にお願いいたします。 
 日程第２、会期の決定は１１月２５日の１日間でございます。 
 日程第３から日程第６までは、今回提案される認定１件と議案３件

についてお示しいたしております。 
 最後に、日程第７、委員会の閉会中の継続審査及び調査につきまし

ては、前回同様、議会運営委員長からの申出により決定いただきたい

というふうに思っております。 
 以上のとおり、ご説明並びにご提案を申し上げます。よろしくお願

いいたします。 

坪井委員長  ただいまのご説明につきましてご意見等ございますでしょうか。 

福井委員  今、提案があったことに対する確認なんですけれども、議案第７号

と議案第８号の日程順ですね。今、提案があったんですけれども、議

案第７号の会計年度任用職員の提案理由を見ますと、いわゆる正職員

の給与が改定されること云々とかという説明理由になっていますの

で、通常というか、先に８号をして、ほんで７号という手順、日程じ

ゃないかなと思うんですけれども、何か経過あるか、この点を確認し

たいです。 

武田書記長  ただいまの福井委員からのご質問についてであります。 
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武田書記長 
つづき 

 これの日程の順番につきましては、いわゆる例規集に掲載されてい

る順番、これは従来からこのようにさせていただいていますので、今

回も同様の形を取らせていただいています。 
 以上でございます。 

坪井委員長  よろしいでしょうか。 

福井委員  分かりました。 

坪井委員長 
 
 

 ほかにご意見等ございますでしょうか。 

 

  （なしの声） 

 

 それでは、ご質問がないようですので、ただいまの提案のとおり進

めるということでご異議ございませんでしょうか。 

 
  （異議なしの声） 
 
 異議がないので、提案のとおりとさせていただきます。 

 

 次に、議題の２番、議会運営申し送り事項についてであります。 
 １０月２３日に開催しました議会運営委員会におきましては、傍聴

規則の見直しについて、第４条まで協議いただきましたので、本日は

第５条から協議いただくことになります。 
 １条ずつやっていくということでありますので、第５条、この中の

一番右側が本組合議会の傍聴規則になっております。念のため、若干

読ませていただきますと、第５条、議長は必要があると認めるとき

は、前条の規定にかかわらず、傍聴券を交付することができる。 
 第２項は、傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び連

絡先を記入しなければならない。 
 ３項は、傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り

傍聴することができる。 
 第４項は、傍聴人が入場しようとするときは所定の入り口で傍聴券

を提示しなければならない。 
 第５項は、傍聴人は、係員から要求を受けたときは傍聴券を提示し

なければならない。 
 第６項は、傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようと

するときはこれを返還しなければならないということで、ほぼ前の規

則と変わっていませんね。ちょっと追加してありますけれども。第５

条について何かご意見等ございませんでしょうか。 
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山下副議長  いいですか。 

坪井委員長  どうぞ。 

山下副議長  ちょっと私、実際に傍聴券を見たことがないので、傍聴券があれば

示していただければありがたいんですけれども。 

坪井委員長  はい、どうぞ。 

武田書記長  今ちょっと持ち合わせておりません。基本的には傍聴の申込み、

今、外に置いていますけれども、一緒になるのかなというふうに記憶

しております。 

 傍聴の手続で傍聴人受付簿は自己の氏名のみを記載していただくと

いうことになっておりますけれども、第５条におきましては、住所

と、連絡先も併せて記載しなければならないということになっていま

すので、氏名と住所と連絡先を記入していただく受付簿になっている

ということでございます。 

 以上でございます。 

坪井委員長  山下副議長。 

山下副議長 
 
 

 ちょっと気にしましたことが、傍聴券を表示するところにどういう

ふうなことが記載されているのか。個人情報として、例えば電話番号

が目立つように書いてあるのかとか、住所が目立つように書いてある

のかどうかというのはね。傍聴の申込みのときやったらいろいろ書い

てもいいと思うんですけれども、表示についてはある程度の個人情報

ということを配慮しなければいけないんじゃないかと思って、ちょっ

と先ほど見せていただければというふうなことで申し述べました。 
 以上です。 

坪井委員長  書記長、どうぞ。 

武田書記長 
 
 
 
 
 

 まず、第４条の傍聴の手続につきましては、個人情報の件もござい

ますので、あくまでも個人の氏名のみという形になっております。 
 第５条につきましては、例えば感染症なんかが蔓延した場合とか含

めまして、後日、来られた方に連絡しなければならないということも

ございますので、あえて住所と連絡先も記入をしていただくという形
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武田書記長 
つづき 

になってございます。 
 今、ご指摘がございました傍聴券につきましては、そういった氏名

とか連絡先を記入しなければならないという形になってございますの

で、個人情報が見えるというようなお話でございました。傍聴券につ

きましては、見せなければならないとなっているんですけれども、常

時、名札みたいに掲示しなければならないという形ではございません

ので、本人さんが持っていただいている分には、その情報というのは

他人の方に見られるという状況ではないのかなというふうに考えてい

るところでございます。 
 以上でございます。 

坪井委員長  山下副議長。 

山下副議長  今、個人情報のことが云々される時代になってまいりましたので、

申込みのときでも順次お名前とか住所を書いてもらう。その下にまた

書いてもらうということじゃなくて、１枚ずつ別々に書いてもらうと

いうのは、今なってきていると思うんです。そのあたりいかがでしょ

うか。 

坪井委員長  どうぞ。 

武田書記長  ご指摘のとおりでございまして、傍聴券の手続におきましても、傍

聴人受付簿という形にはしてございますけれども、個票になっており

ます。個票に書いていただいて封筒に入れていただくという形になっ

てございますので、同様の取扱いになっているというふうに考えてお

ります。 

山下副議長  ありがとうございます。 

坪井委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ほかにご意見ございますか。 

 

  （なしの声） 

 

 ないようでしたら、次に第６条ですね。議場への入場禁止のところ

です。傍聴人は議場に入ることができないということですね。これは

いかがですか。ないですね。よろしいですか。 
 

  （なしの声） 
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坪井委員長 
つづき 

 そしたら、次に、第７条、傍聴席に入ることができない者。次に該

当する者は傍聴席に入ることができない。 
 規定を読ませていただきます。（１）銃器その他危険なものを持っ

ている者、（２）酒気を帯びていると認められる者、（３）前各号に

掲げる者のほか、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められ

る者。 
 ２、議長は必要と認めたときは、傍聴人に対し係員をして前各号に

掲げる事項について質問させることができる。 
 ３、議長は前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者

の入場を禁止することができるという規定になっていますが、この第

７条について何かご質問とかご意見ございますか。大丈夫ですか。 
 

  （なしの声） 

 

 では、次いきましょうか。 

武田書記長  よろしいですか。 

坪井委員長  どうぞ。 

武田書記長 
 
 

 今、第７条についてのお話をいただいているところでございます。

今回、傍聴規則の見直しについての資料の１ページ目をご覧いただき

たいんですけれども、いわゆるつえの関係のお話もございました。そ

のほかにもプラカードとかのぼりの持込に関するご意見もいただいて

いるところでございます。 

 現時点におきましては、もともとあったプラカードとかつえの表記

をなくしているんですけれども、以前皆さんにお話をお聞かせいただ

いたときにこういったご意見もいただいていましたので、その辺につ

いてのご議論というのもしていただければと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

坪井委員長  どうぞ。 

草水委員 
 
 
 
 
 

 すみません、見るところがちょっと間違っていたので。今の件なん

ですけれども、木津川市の傍聴規則では貼り紙、ビラ、掲示板、プラ

カード、またはのぼりの類を持っている者とか、笛、ラッパ、太鼓そ

の他楽器の類を持っている者など記載されていて、具体的に示されて

いるんですけれども、今現状の環境組合にはビラだったり、プラカー

ドだったり、具体的なものをやはり入れたほうがいいんじゃないかな
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と私は思います。 
 以上です。 

坪井委員長  すみません、今のは。 

草水委員  もう一回言いますね。木津川市の議会傍聴規則では、４、貼り紙、

ビラ、掲示板、プラカード、またそういう記述と、５、笛、ラッパ、

太鼓その他というふうに具体的に示されているんですが、現在の環境

施設組合議会傍聴規則のほうでは、そういった類いのものというのは

具体的には示されていないので、少なくともビラやプラカード類に関

してはやはり記述を入れたほうがいいんじゃないかと私は思います。 
 以上です。 

坪井委員長  先ほど第６条やったけれども、今、第７条でやっていますよね。第

６条と第７条は重なりますので、一緒に議論したらいいと思うんです

が、第７条のもう一回。 

草水委員  第７条ですよね。 

山下副議長  今、８条に書いてあるんですよ。 

草水委員  ７条じゃないですか。これ、続きじゃないんですか。３ページの一

番下の傍聴席に入ることができない者、第７条、次に該当する者は傍

聴席に入ることができない。続いて（１）、ずっとこのページのこと

を示されているのかなと思いましたが、違うんですね。 

山下副議長  委員長、暫時休憩してもらって。 

坪井委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 それじゃ、暫時休憩で。 

（９：４６） 

  《暫時休憩》 
（９：４９） 

 再開いたします。 
 第７条の傍聴席に入ることができない者としていると。第８条の傍

聴人の守るべき事項、２つ併せて議論をしていただきたいと思いま

す。 
 先ほど出されましたご意見は、守るべき事項の中に具体的なことを
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坪井委員長 
つづき 

入れたらどうかということが出ておりましたけれども、第８条では、

現在の規則では、第８条のところ、もう一回読ませていただきます

ね。 
 傍聴人は傍聴席にあるときは静粛にし、次の事項を守らなければな

らない。１、議場における言動に対して、拍手等その他の方法により

公然と可否を表明しないこと、（２）鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケ

ン、ヘルメットの類を着用し、または貼り紙、旗、垂れ幕の類を掲げ

る等、示威的行為をしないこと、３、食事をしないこと、４、その他

議場の秩序を乱す、または議事の妨害となるような行為をしないこ

と、こういう規定がございます。 
 第７条、第８条を通じて、どうですか。この条の中には具体的な指

示はされているということなんですが。 
 どうぞ。 

草水委員  質問ということで、傍聴人の守るべき事項と傍聴席に入ることがで

きない者とのどういう表記にしていくのがベターなんでしょうか。い

や、今ご指摘のあったところの確認というか、質問なんですけれど

も、第７条では傍聴席に入ることができない者というふうに記載され

ているんですね。第８条では傍聴人の守るべき事項というふうに記載

しているんですね。言わんとすることはそうなのかもしれないけれど

も、表記の仕方が２種類あるということなんですけれども、そういっ

たことに対しての考え方はどうしたらいいんですかという質問です。 

坪井委員長  書記長、どうぞ。 

武田書記長 
 

 傍聴席に入ることができない者というのは、目で見て、入り口のほ

うでこういうものは駄目ですよというお話になってこようかというふ

うに思います。 

 個人の持ち物でございますので、例えば第８条の関係でいいました

ら、ポケットに入って分からないというようなものもあろうかという

ふうに思いますので、そういったものを持って議場に入られた。それ

でもって、それを掲げて示威的な行為をされることに対しては禁止を

するものというすみ分けで考えていただいたらいいのかなと思ってご

ざいます。 

 以上でございます。 

草水委員  ありがとうございます。 

坪井委員長  ほかにございますか。 

 どうぞ。 
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福井委員  第７条に該当しておったと思うんですけれども、以前、何かつえの

関係が議論というか、前回あったと思うんです。その扱いをどうする

かということで、我々それぞれ、あらかじめ考えを提出しているとい

う状況にあるんですけれども、私が提出したつえの取扱いについて

は、今協議している第７条は触ることなしに、いわゆるつえの対応に

ついては会議規則の第１０３条、携帯品という規定なんですけれど

も、これで事足りるんじゃないかということで意見というか、提出し

ているものであります。だから、個別のつえとか云々とか言い出した

ら切りがないので、そういったことは今言いました１０３条で議長の

許可権限というか、許可事項としたら、それでいいんじゃないかとい

う提案というか意見です。 

坪井委員長  書記長、どうぞ。 

武田書記長  今ご議論いただいているのは、これはあくまでも傍聴規則になって

まいりますので、傍聴される方に守っていただく中身という形になっ

てございます。会議規則の１０３条につきましては携帯品ということ

で、議場または委員会の会議室に入る者は会議の妨げとなるものを携

帯してはならない。ただし、病気等の理由により議長の許可を得たと

きはこの限りではないというのが１０３条の規定でございます。これ

につきましては、議員各位に適用されるものですので、いわゆる傍聴

規則とはちょっと別で考えていただいたほうがいいのかなというふう

に考えてございます。 

坪井委員長  どうぞ。 

福井委員  今の説明は分かりました。議員を対象とした規定であると。携帯品

ね。分かりました。 

 委員長、すみません。 

坪井委員長  どうぞ。 

福井委員  それを受けてですけれども、以前のこの議運で検討もしている中で

つえの関係、たしか経過として課題というか、積み残しということだ

ったと思うんですけれども、ちょっともう一度つえの課題の位置づけ

というんですか、論点というんですか、再度説明をお願いしたいで

す。 
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坪井委員長  どうぞ、書記長。 

武田書記長  つえにつきましては、障害者団体が長年、障害者の方が議場に入る

のを排除しているのではないかということで、こういった条項をなく

すよう、改正するよう、活動されてきたというものでございます。 
 そういったものを受けまして、標準の市議会議長会、また町村議長

会の傍聴規則につきましても、それを受けた改正がなされているとい

う状況でございますので、それを受けて、市町ともにつえについては

削除したという経過がございます。 
 標準の市議会の傍聴規則につきましては、銃器その他危険なものを

持っている者という形になってございます。木津川市につきましても

同じような形。 
 標準の町村議長会の傍聴規則につきましては、銃器、刃物、棒、そ

の他他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者という形

になってございまして、精華町の傍聴規則につきましては、銃器、刃

物、その他他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者と

いう形で、それぞれ市議会議長会なり、町村議長会の標準的なものを

使っている状況でございますので、当組合議会におきましても、一つ

の形としてそのままいくというのもあろうかというふうに思います

し、市議会でありますとか、町村議会の傍聴規則、標準傍聴規則を活

用するとする考え方も出てこようかというふうに考えているところで

ございます。 
 以上でございます。 

坪井委員長  標準規則に基づいてということでね。また、視覚障害者への配慮と

いうこともあって。 

 どうぞ。 

福井委員  ということは、つえというのは表現する必要、規定する必要はない

ということなんですか。 

坪井委員長  書記長、どうぞ。 

武田書記長 
 
 
 
 
 
 

 つえにつきましては、そういった経過もございます。そういったも

のを踏まえて考えますと、障害者の方がつえを必要とする場合、また

お年寄りの方もあるかと思いますけれども、そういった方々がつえを

持っておられるというケースも十分想定されますので、必要とされる

つえそのものは危険なものではないというふうには思いますけれど

も、ただ、一方で、そういった危害を加えるおそれのあるものを携帯

している者を議場に入れるわけにはいかないことになってまいります
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武田書記長 
つづき 

ので、例えばその他危険なものという形でやっていくか、もしくは標

準の町村議会の傍聴規則のように刃物とか棒という形で規制をすると

いう形が好ましいのではないかというふうに事務局としては考えてい

るところでございます。 
 以上でございます。 

坪井委員長  どうぞ、福井委員。 

福井委員  今詳しくもらったんですけれども、なかなか例示にも限界があるの

で、今、組合が定めている傍聴規則の１号でもいいんじゃないかと思

うんですけれども。 

坪井委員長 
 
 

 この組合の規則で。現行の規定、銃器、その他危険なものを持って

いる者というふうにしておいていいんじゃないかというご意見で 

よろしいですか、ここ。 

 どうぞ。 

山本議長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 すみません。議長がこの場で発言権も議決権もありませんので、求

められたら発言するということなんですけれども、１つ確認だけお願

いしたいと思います。 

 先ほど意見がありました７条と８条をまず１つにするか、しない

か、それをもう一度確認を皆さんにしていただきたい。 

 その中で、まず、７条についてなんですが、現在、傍聴規則、４ペ

ージの一番右の段ですね。環境施設組合の傍聴規則、これは様々な細

かい項目はその都度、時代により、いろんなものが出るということで

極力、例えばビラ、プラカード、垂れ幕とは書かないような状態で一

応記載されています。 

 しかし、この記載されていないという状況の中において疑念すると

ころがあるんです、疑念と思うところがね。それは何かといいます

と、まず、２段目の精華町の議会傍聴規則、ここも個別の案件はでき

るだけ書かないようにしているんです。そして、一番左の木津川市の

傍聴規則と、そして４段目の標準市議会傍聴規則、これの２にもビ

ラ、プラカードと個別な名称が出ています。 

 この名称について、２年前の議運において、ビラ、プラカードは傍

聴席に持ってきてもよいと。ただし、示威行為をしなければいいんじ

ゃないかという意見がありまして、そういう意見をよしとするという

ことで一番右の議会傍聴規則という、個別を書かないという状況にな

っています。だから、ビラ、プラカードの取扱いというのはある程度

曖昧な形で、結論を得ないままでこういう、今、傍聴規則になってい

ます。 

 それは何か。先ほども言いましたように、ビラは持ち込んでいいよ



 12

山本議長 
つづき 

と。ただ、示威行為をしないためにみんなの前に見せなきゃ、単なる

持ち物だ。プラカードもそうです。持ち物で持ってきている。ただ、

プラカードを持って示威行為をしたらあれやけれども、そういう判断

があるんです。それはおかしいよという意見もありました。結局、決

着しないままで来ています。 

 その中で、一番右の項目の組合議会の傍聴規則の２です。議長は、

必要と認めたときは傍聴人に対しという項目がありますね。この議長

というのが、判断がなかなか、個人的なところもあります。精華町、

木津川市の議長によっても判断が違います。 

 それにおいて、先ほど特にビラ、プラカードというのは精華町側か

ら持ち込んでもよいという意見の中でこのような項目を、各ビラとか

プラカードとか項目を書かないという前提で来ていまして、議長がま

た判断ということで、持ってきて、ビラ、プラカード、いいよという

判断になると。また、対応とされている。こういうことがあったとい

う点で少し皆様、話合いをしていただきたいと。これは発言権はあり

ません、議長、この議運においてはね。ただ、こういう経緯があった

ということだけちょっとお含みおきいただければと思います。 

 委員長、どうもすみません。発言できないのに、申し訳ないです。 

坪井委員長  いいえ。今の件を受けて、どうぞ。 

草水委員  それを受けてですけれども、先ほどの書記長のお話もするんですけ

れども、とすると、８条に記載されているから、そういう類は表示で

きないといいながらも、結局、７条ではそれをスルーできる可能性が

あるということになるから、結局、意図だったり、行動がイコールじ

ゃないというふうに思うんですけれども。要するに今のお話だとその

とおりで、見せているつもりじゃないと。持っているだけやと。プラ

カードじゃないという意思表示で入った。それを議場で見せたら、こ

れ、自分らは、やっている人らはプラカードじゃない、持ち物やと言

い張ったら、それでオーケーということになるというふうになると僕

も思いますけれども、その点どうお考えですか。質問です。 

坪井委員長  どうぞ。 

武田書記長 
 
 
 
 
 
 

 まず、第７条におきまして、ビラ、プラカード、垂れ幕という形で

具体に例示が出されております。これにつきましては、例示されてい

る理由につきましては視覚的に議事妨害となるもの及び示威的行為の

ために使用されるおそれがあるものとして、これらの項目を具体に規

定したものでございます。 

 一方で、議長には議事整理権がございますけれども、スムーズな議

会運営とか確保していく上において、議長がその時々において判断を
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武田書記長 
つづき 

していただく形になってございます。ただ、こういったものを具体例

を示すことによって、よりそれが強固になるものというふうに考えて

ございます。 

 前回のビラ、プラカードなどをなくした経過につきましては、ただ

いま議長のほうから説明があったとおりでございます。いわゆる活動

されていた方、ほかの活動されていた方がたまたまその活動の終わり

に当議会を傍聴しに来られた。そのときに持っておられるもの、この

議場外で活動していたときに使っていたものを持って入るだけなの

で、それは示威的な活用がされるというのを決めつけるのはおかしい

やないかというような話もございまして、多数決の結果、こういうふ

うになったというところでございます。 

 今回、また必要ではないかということで見直しをしていただいてお

りますので、例えば先ほども言いましたように、視覚的に議事妨害と

なるものという形で、それは駄目だろうという判断をしていただくの

であるならば、現在の環境施設組合の傍聴規則を改正して、そういっ

たものを具体的に項目として規定するというやり方というのもあるの

かなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

坪井委員長  どうぞ。 

草水委員  意見としてですけれども、議長判断というのは本当に、こういう言

い方は失礼ですけれども、政治思考によってまた判断に迷う部分とい

うか、判断される部分もあるので、この点はちょっと慎重に、やはり

表示というか、ビラ、プラカード等に関して取扱いについては、過去

の経緯を考えると少し皆さんでどうしたほうがいいかと、今ご議論い

ただきたいとは思うんですけれども。 
 以上です。 

坪井委員長  山下副議長、どうぞ。 

山下副議長  先ほど精華町としてというふうなことがご意見ありましたけれど

も、精華町の議員にしましても、主義、信条、立ち位置がそれぞれ違

いますので、若干出てきたものの言動によって、意味が変わってくる

かと思うんですけれども、先ほど言われたように、明確にするという

ことはそれでいいと思うんですよ。持ってきちゃいけないよ。じゃ、

持って入っちゃいけないよというんやったら、その後の判断も議長が

しやすいということはあるんでね。私がさっき言っておったのは、８

条の兼ね合いがあるから、それを７条に入れた場合は８条の文言を変

えていかなければいけないですねというようなことで言わせていただ

いたので、それだけです。 
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坪井委員長  どうぞ。 

草水委員 
 
 

 どういう書き方にしろ、やはりベーシックなルールというのを決め

ておかないと、ちょっと例えが悪いですけれども、政治信条で変わる

ようでは駄目だとは思いますので、議長が公平たる存在なので。そう

すると、７条と８条これ同じものを書くのか、まず７条に書くのか、

ちょっとその点は技術論になるので何とも言えませんけれども、過去

の経緯みたいな形で、持ち込んだ、そのときはオーケーもらったけれ

ども、持ち込んで、これは持ち物やという判断で、言葉遣いで捉まえ

てされるというのはちょっと議場のルールとして正常でないと思うの

で、その辺は技術論ですけれども、７条と８条、先生のおっしゃっ

た、どういう形にするか分かりませんけれども、ちょっと事務局に提

案というか、考えていただきたいと思うんですけれども。 

武田書記長  いわゆる第７条に規定している部分と第８条に規定している部分と

いうのが異なってきているというのはご指摘のとおりでございます。

そこは改正する際に、例えばゼッケンとかヘルメットの類というのは

これ、相当古いときにできたやつをそのまま使ってきているのかなと

いうふうにも受け取れますので、そこは現状に合うような形でさせて

いただきたいというふうに考えているところでございます。 

坪井委員長  どうぞ。 

長岡委員  今までの議論をいろいろ聞かせてもらいました。また、議長の今ま

での経過も聞かせていただいて、やはり第７条、第８条、くっついて

いるかどうかちょっとまだ分からないんですけれども、第７条に書か

れていたことを省いたということは、ビラ、ほんで、プラカード、こ

れは当然傍聴席に持ち込むことは禁止だということは明確にしていた

だいたほうがいいと思います。 
 ただ、先ほどみたいにポケットに入れて、持って入っているだけじ

ゃというんですけれども、いつそのビラをばーっと議場にまかれるか

も分からない。そのときには既に遅しということですので、要するに

ただ持っているだけでも、ビラとプラカードは明確に傍聴席には持ち

込まないという記載を行ったらどうですか。 

坪井委員長  というご意見が出ていますけれども、どうですか。 

 どうぞ。 

福井委員  関連なんです。考え方、私のほうは４ページの７条の規定ですね、
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福井委員 
つづき 

各号というか。現行の組合の規則はこういう形で簡潔に規定されてい

ると。これはこれでもちろんいいんですが、この左に各準則これなり

つけているのを見て、今、長岡委員が言われたこと、それから先ほど

議長が言われたことも重要な点と思うので、それであれば、私は１号

だけとかでなしに、例えば市の標準規則がありますね、傍聴。こうい

う形で７条全体を標準規則みたいに詳細に規定する必要があるという

ふうに思うので、それをその上で考えると、この際、標準市議会傍聴

規則なり、標準町村議会傍聴規則の準則というか、ひな形というか、

それに立ち返ったらどうかなと、７条、８条をね。ある部分だけ詳細

にして、ほかの号はまた準則と見ると、標準規則と見るとまたアンバ

ランスになって、今後、また不都合というか、やりにくい面が出てく

るんじゃないかと思うので、この際、標準を柱に、軸に持ってきて、

今日までの経過なりを踏まえてという整理のほうがかえってやりやす

いかなと今感じているんですけれども、どうでしょう。 
 委員長、続いて、すみません。 

坪井委員長  どうぞ。 

福井委員  例えば８条ですね。５ページのほうです。傍聴人の守るべき事項と

いうことで出ているんですけれども、一本化するとかね。ただ、標準

のほうを見ると２号、３号に携帯電話なり、今様の取扱い、守るべき

事項という形で、現在組合にない言葉、携帯電話、端末か、というこ

とも標準に。標準というのはその都度改正されていますから、ちょっ

とそこに基本的に立ち返ったらどうかなと。これはある意味、提案に

なるんですけれども、どうでしょうか。 

坪井委員長  どうぞ。 

長岡委員  提案なんですけれども、それぞれの委員が今、意見を大体述べられ

たと思いますので、この辺で委員長、まとめてもらったらどうです

か。大体、ちょっとは温度差あるけれども、方向性は皆一緒かなと思

うので、委員長、まとめてください。 

坪井委員長  山下議員、どうぞ。 

山下副議長 
 
 
 

 先ほど言われたように、意見のほうも出ていると思うので、皆さん

方のお考えは市あるいは町村のことに準じていったらどうかというこ

とで一応方向は決まっていると思うので、暫時休憩とか、その方向で

いいですかとちょっと話合いをやっていただいて、それでその後再開
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山下副議長 
つづき 

していただいて、採決を取ったらどうですか、そっちの方向で行く

か、行かへんかということなら。 

坪井委員長  じゃ、暫時休憩で。 

（１０：１７） 

  《暫時休憩》 
（１０：２４） 

 じゃ、再開いたします。 

武田書記長  そしたら、ただいまのところについてであります。標準の市議会の

傍聴規則並びに町村議会の傍聴規則、中身は一緒でございます。た

だ、撮影の関係については、標準の町村議会のほうには第８条の中に

入っている。標準の市議会の傍聴規則のほうには、別に条を起こして

記載をしているという違いであろうかというふうに思いますので、標

準の例えば市議会の傍聴規則を自治法の規定も準用いたしまして、標

準の市議会の傍聴規則を使用し、別途条を起こして写真の撮影、録

音、放送等の禁止という項目を別途設けるというのも、十分あるかな

というふうに考えるところでございます。 
 前回、食事をしないことということで、喫煙を除いてという規定も

ございます。それはなぜ除いたのかといいましたら、建物全体が禁煙

になっているので、あえて書く必要はないんじゃないかというところ

で除いたという、削除したという経過がございますけれども、ただ、

この時代においても、標準の市議会議長会の傍聴規則、また町村議会

の傍聴規則においても、喫煙しないという規定は書いてございます。

あえて、そうであってもやはり禁止をするという方向で書いています

ので、特に入れたからといって問題が起こるものではないのかなとい

うふうに考えているところでございます。 
 以上でございます。 

坪井委員長  標準市議会傍聴規則に基づいてということだったですね。 

 ビラを持ってきてはいけないという規定なんですが、目に見える形

で持ってきたら、それはあかんと思うんですけれども、かばんの中に

入れてきた場合、かばんを開いて確認するということも入れる、そこ

は。 

 どうぞ。 

武田書記長 
 
 
 
 

 第７条におきまして傍聴席に入ることはできないものという形で具

体的にビラ、プラカード、垂れ幕などを設けるということでございま

す。 
 明らかに持っておられるというのが分かった場合には、入り口で駄

目ですよというお話もできますし、中に入られてから分かった場合
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武田書記長 
つづき 

も、ここに記載があることによって、規定があることによって、また

それを見た時点で部屋から出ていただくという形にもなってこようか

というふうに思いますので、特に見える、見えない関係なくして、当

該規定をしていただくことによって、そういったものが議場には持っ

て入ってはいけないという根拠づけになっているというふうに考えて

ございます。 
 以上でございます。 

坪井委員長 
 

 ビラも含めて、具体的な市の規則に基づいてということなんですか

ね。 

 それから、先ほど言った携帯電話については持ってきてはいけない

の中には入っていなくて、後のほうなんですね。守るべき事項の中に

書いてありますね。市議会のほうでは、携帯電話、端末その他音を発

する機器は電源を切り、または音を発しない状態にすることという。

ということは、委員会でもそういうふうな処置をしなさいと。電源を

切って音が出ないようにするという、そういう規定になっているんで

すよね。こういう形で入れたらいいわけですか、傍聴人の守るべき事

項としては。 

 どうぞ。 

草水委員  案としてですけれども、先ほど副議長がおっしゃいましたけれど

も、こちらとしたら、標準市議会傍聴規則の４ページ部分と、それと

５ページの傍聴人の守るべき事項と写真ですね。この辺を今現状と変

更というか、差し替えというのはどうかなと私は思います。分かって

もらえましたか。 

坪井委員長  どうぞ、書記長。 

武田書記長  確認させていただきます。組合議会の傍聴規則の第７条、また第８

条につきましては、標準市議会の傍聴規則の第１２条と１３に変え

て、標準の市議会の第１４条を組合のところに加えるという形で確認

していただけますか。 

坪井委員長 
 
 
 
 
 
 

 ということで、また書記長のほうで整理していただいて、次のとき

に提案していただくというふうにしたいと思います。いいでしょう

か。 

 あと、その他７条から８条関係、よろしいでしょうか。 

 

  （なしの声） 
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坪井委員長 
つづき 

 次、いきます。 

 次は９条ですね。議会の傍聴規則の９条、係員の指示。傍聴人は全

て係員の指示に従わなければならない。これについてはいいでしょう

か。 

 

  （なしの声） 

 

 次に、第１０条、違反に対する措置。傍聴人がこの規則に違反する

ときは議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場さ

せることができるということです。これも今までと変わっていないで

すね。 

 どうぞ。 

福井委員 
 

 第１０条の関係で前回の議運のほうで私のほうから、第１条、趣旨

ですけれども、これの現行規定の中に「以下法という」という言葉が

必要じゃないかということを提起させてもらって、ただ、その根拠と

いうか、理由については今の第１１条との関係でありますので、１１

条の審議の際、またご説明するということで積み残していた分なんで

す。 
 そういう上で、第１０条の条文なんですけれども、ちょうど一番左

の木津川市の議会傍聴規則の第１１条をご覧いただきますと書いてい

ますが、法第１３０条第１項及び第２項と木津川市の場合書いていま

すとおり、この組合にあっても第１０条の出だし、いわゆる自治法の

ほうで、１３０条のほうで違反に対する措置というのが規定されてい

るんです。ですから、それと今回、組合の傍聴規則に違反した場合は

こうですよという表現をする必要があるので、今の現行第１０条の冒

頭に今言いました内容を加える必要があるんじゃないかと考えていま

す。 
 具体的に、言葉的に言いますと、第１０条の出だしですけれども、

法第１３０条第１項及び第２項に定めるもののほか、以下、傍聴人

が、現行の規定です。ちょっとそういう提案というんですか。第１

条、趣旨との整合で、ここで第１条を変える根拠というんですか、意

味をここで今、説明させてもらいました。 
 すみません、加えてですけれども、今の現行規定で何が問題かとい

いますと、傍聴人が規則に違反、この規則ですね、組合の規制に違反

したら退場させられる、議長が退場させることができるという規定な

んですが、これだけやなしに、自治法の規定に違反しても議長は退場

させることができると。これは自治法の規定なんです。ですから、自

治法で定める違反措置と当組合の違反措置、２つをちゃんと明記し

て、措置するよという言葉不足が現行あるということですね。 

坪井委員長  今、福井委員からご提案のあった第１０条の冒頭に法律の規定を入
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坪井委員長 
つづき 

れると。法第１３０条第１項及び第２項に定めるものを除くほかとい

う表現を入れると。議長はその法律に基づき、またこの規則に基づい

て違反に対する措置をすることができるというふうになるわけです

が、それでよろしいでしょうか。 
 
  （異議なしの声） 
 
 じゃ、そういうことでさせていただきます。 

 

 続きまして、最後にあります会議規則資料のほうです。携帯品につ

いての規定、第１０３条ですね。議場または委員会の会議室に入る者

は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その

他の事由により議長の許可を得たときはこの限りでないという規定で

す。前の規則では携帯品の具体的な規定があるわけですが、そういう

具体的な規定ではなくて、会議の妨げになるものを携帯してはならな

いというシンプルな規定にするということですね。ただし、病気その

他の事由があれば、許可を得ればいいということになると。 

 どうぞ。 

武田書記長  当該規定につきましては、基本的には前回、議場に入る者に帽子、

外とう、襟巻とかつえとか、いろいろ規制があったということでござ

います。それを現行の組合の会議規則ではなくしたという経過でござ

います。 

 ただ、傍聴規則と異なってまいりますのは、傍聴規則につきまして

は、あくまでも傍聴に来られた市民の方々に対する規定でございま

す。この会議規則につきましては、いわゆる議場に入る議員とか説明

員に対する品位の保持に関する規定でございますので、いわゆる傍聴

人の方々は省いたけれども、じゃ、入る議員でありますとか説明員、

職員はどうするんだというところの基準で判断をしていただければと

いうふうに考えているところでございます。 

 なお、先ほども言いましたけれども、議場に入る議員とか説明員に

対する品位の保持という項目でございます。議会の品位の保持という

のは非常に重いものがあろうかというふうに思いますので、それを必

要やということであるならば、先ほどもございました標準の町村議会

の会議規則並びに市議会の会議規則のいずれかを適用するという形を

取っていただくというのも一案かなというふうに考えているところで

ございます。 

坪井委員長  いかがですか。これは議員とか、説明員が守る規則ということです

ね。携帯品というのはこういうふうな一般的な規則にしておるという

ことになろうかと思います。よろしいでしょうか、こういうふうな規

定で。 
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長岡委員  すみません、ちょっと補足でよろしいですか。 

坪井委員長  どうぞ。 

長岡委員  今、武田さんのほうから説明がありましたように、標準の町村議会

規則に変えてもいいかなと思いますけれどもね。そんなに変わらない

というふうに。 

坪井委員長  標準の町村議会の規則に変えてもいいのではないかというご意見も

ありましたが、どうですか。 

 どうぞ。 

福井委員  以前、事務局から頂いている、１０月１３日の議運の資料１の６ペ

ージに今おっしゃった内容が、市でも精華町でも同じように、標準も

含めてなっているので、今、長岡委員が言われたとおり、採用したら

どうかなと。 

坪井委員長 
 
 

 標準町村議会の１０３条の規定にしたらどうかということですね。 

 これについて何か異論とか、ご意見ありますか。 

 

  （なしの声） 

 

 ないようでしたら、標準町村議会会議規則をそのままこの組合の規

則に持っていくということにしましょうか。 

 
  （異議なしの声） 
 
 どうぞ。 

武田書記長  あと、すみません、会議規則の禁煙についての規定でございます。

当該規定につきましては、先ほど傍聴規則でも説明をさせていただき

ましたけれども、傍聴規則で禁煙という項目をなくしたということの

整合性を図るということで、組合の会議規則から禁煙の項目を削除し

たという経緯がございますので、先ほど再度規定するという形で決定

いただきましたので、禁煙に対する規定も再度定めさせていただくと

いう形でよろしいですか。 

 
  （「結構です」の声） 
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坪井委員長  じゃ、そういうふうに禁煙についても同様に、町村議会規則を持っ

てくると。 

 傍聴規則などの見直しにつきまして、全ての項目におきまして協議

をしていただきまして、終わりましたので、その取扱いにつきまして

は書記長に説明を求めます。どうぞ。 

武田書記長 
 
 
 

 ありがとうございました。 

 まず初めに、傍聴規則についてでございます。地方自治法は、議長

は会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならないというふうに

規定をしてございます。したがいまして、傍聴規則の改正は議決事件

ではございません。議長決裁の上、公布の手続を進めさせていただく

という形になってまいります。 
 また、改正を行う場合、それを一部改正の方法で行うか、全部改正

でやるかということにつきましては、明確な基準があるわけではござ

いません。ただ、法令における改正部分が広範囲であり、かつ規定の

追加、削除、移動等が大幅に行われる場合のように、一部改正の方式

によっては改正が複雑となり、分かりにくくなる場合は全部改正をす

るという形が取られているケースが多いというふうにされておりま

す。したがいまして、傍聴規則の見直しにつきましては全部改正をさ

せていただくという形でさせていただきたいというふうに考えており

ますので、改正後の傍聴規則を議会の議会運営委員会において確認を

していただきまして、その後に議長決裁、公布の手続を経て改正する

という形にさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 
 次に、会議規則の改正についてであります。 
 地方自治法は、地方公共団体の議会は会議規則を設けなければなら

ないと規定しておりますので、会議規則の改正は議決事件というふう

になってまいります。したがいまして、当該会議規則の改正につきま

しては、議会運営委員会において、皆様同意の上、改正を決定してい

ただきましたので、議会運営委員長の発議によって定例会に発議をし

ていただくという形になってございます。こちらにつきましても、発

議いただく議案を皆様に確認していただいた後というふうに考えてお

りますので、２月定例会のほうで改正をさせていただくという形で進

めさせていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
 以上でございます。 

坪井委員長 
 
 
 
 
 

 ただいま書記長から説明のあったとおりに進めていくこととしてよ

ろしいでしょうか。 

 
  （異議なしの声） 
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坪井委員長 
つづき 

 それでは、その方向でやっていただきます。傍聴規則の見直しにつ

きましては、整理内容のとおり進めていくことといたします。 

 これで一応予定していた傍聴規則の件については終わりました。 

 そして、次回以降の議会運営委員会で引き続き協議すべきことを協

議してまいりたいと思います。こちらのほうでまた整理させていただ

きます。 

 

 それでは、最後に、議題の３、その他について、書記長から何かご

ざいますでしょうか。 

武田書記長  次回の議会運営委員会についてでございます。 
 事前に市町の議会事務局に確認いたしましたところ、１２月２２日

月曜日と２３日火曜日は、市町議会ともに会議などの予定はないとい

うふうに確認はさせていただいております。年末となりますけれど

も、１２月２２日もしくは２３日のご都合はいかがでしょうか。 

坪井委員長  １２月２２日もしくは２３日。 

長岡委員  ２２はちょっと都合悪いので、できたら２３にしていただけたらな

と。 

玉川副委員長  ２２、２３、ちょっと別件、スケジュールが入っちゃっています。 

武田書記長  １月２６日の午後１時半からはどうでしょう。 

徳田委員  １月２６の午後１時半やね。 

坪井委員長 
 

 そうしましたら、次の議会運営委員会の日程については、１月２６

日月曜日午後１時半からということにさせていただきます。 

 

 ありがとうございました。短時間で充実した話合いができたと思い

ます。 

 以上をもちまして、本日の議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員

会を終了させていただきます。 

                        （１０:５３） 
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